
 

 

告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
五
号 

 
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
六
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
一
号
）
第
十
一
条
（
埼
玉
県
環

境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七
年
埼
玉
県
規
則
第
九
十
八
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
東
埼
玉
資
源
環
境
組
合
か

ら
越
谷
市
の
区
域
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る
第
一
工
場
ご
み
処
理
施
設
プ
ラ
ン
ト
更
新
事
業
に
つ
い

て
環
境
影
響
評
価
準
備
書
等
の
提
出
が
あ
っ
た
。 

 

な
お
、
環
境
影
響
評
価
準
備
書
等
の
縦
覧
の
場
所
及
び
期
間
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

令
和
八
年
四
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

縦
覧
の
場
所 

埼
玉
県
環
境
部
環
境
政
策
課 

 
 

埼
玉
県
越
谷
環
境
管
理
事
務
所 

 
 

越
谷
市
資
源
循
環
推
進
課 

 
 

吉
川
市
環
境
課 

 
 

松
伏
町
環
境
経
済
課 

二 

縦
覧
の
期
間 

令
和
八
年
四
月
二
十
八
日
（
火
）
か
ら
令
和
八
年
五
月
二
十
八
日(

木)
ま
で
（
た
だ
し
、
日

曜
日
、
土
曜
日
及
び
祝
日
を
除
く
。
） 
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